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したものですから，すべての事案について記載例と同程度の記載がされることを必 
ずしも予定しているものではなく，事案によっては，より詳しく説明すべき項目も 
ありますし，簡単に説明することで足りる項目もあると考えられます。具体的に鑑 
定書を作成するに当たっては，ここに述べた成年後見制度における鑑定の意味を踏 
まえ，鑑定書記載ガイドラインや鑑定書記載例を参考にして，事案に即した適切な 
鑑定書が作成されることが望まれます。 

 

後見ポータルサイト（http://www.courts.go.jp/koukenp/）から，「鑑定書書式」（Word 形式） 

のダウンロードができます。 

 

⑶ 鑑定の手続 

   後見開始及び保佐開始の審判における鑑定は，裁判所が鑑定人を指定した上で， 
鑑定事項を定めて鑑定人に鑑定を依頼して行われます（補助又は任意後見において

は，原則として鑑定によらないこととされているため，鑑定を行う必要があると裁判所

が判断した場合にこの手続がとられることになります。）。鑑定人となる者について

は，資格等による限定はありませんが，成年後見の手続における鑑定は，本人の精

神の状況について医学上の専門的知識を用いて判断することですから，それを行う

のにふさわしい者が鑑定人に選任されます。鑑定人は，宣誓をした上で鑑定を行う

こととされていますが，宣誓は，裁判所に宣誓書を提出する方法によることができ

ます。鑑定人は，鑑定の結果を裁判所に報告しますが，鑑定書を作成して裁判所に

提出するのが一般的です。裁判所が鑑定書の記載について更に確認したい点がある

場合などには，鑑定人に対する証人尋問や書面による照会が行われることがありま

すが，成年後見の手続において鑑定人に対する証人尋問が行われる例は稀です。鑑

定の費用（鑑定料のほか鑑定に要する費用が含まれます。）は， 当事者が裁判所にあ

らかじめ相当額を納付し，裁判所が鑑定実施後に金額を決定して，裁判所から鑑定

人に支払われることになります。 
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二 成年後見制度における鑑定書作成の手引 

 

１ 鑑定書作成上の留意事項 

⑴ 成年後見制度における鑑定 

家庭裁判所は，本人の精神の状況につき鑑定をしなければ，後見及び保佐の審判 
をすることができないとされていますが，明らかに鑑定の必要がないと認めるとき

はこの限りではありません。補助及び任意後見については，鑑定を要しないものと

され，医師の診断書で足りるとされています（注）が，これらについても，必要に応じ

て鑑定が行われることがあります。 
本人の能力の判定が慎重に行われるべきであることはいうまでもありませんが， 

一方で，我が国の社会が近年急速に高齢化している中で，利用しやすい制度として

作られている現行の成年後見制度を運用するに当たっては，鑑定に要する時間や費

用をこれまでよりも少ないものにして，手続をより利用しやすくすることが求めら

れています。その意味で，成年後見制度の鑑定は，能力判定の資料としての重要性

と制度の利用者の立場の双方に配慮したものであって，簡にして要を得たものであ

ることが期待されています。 
（注） 診断書を作成する上での留意事項（診断書書式･記載ガイドライン･記載例等）については，「成

年後見制度における診断書作成の手引」を参考にしてください（最寄りの家庭裁判所又は後見

ポータルサイト（http://www.courts.go.jp/koukenp/)で入手することができます。）。 

 

⑵ 鑑定書書式，鑑定書記載ガイドライン及び鑑定書記載例 

  鑑定書書式及び鑑定書記載ガイドラインは，成年後見の手続における鑑定書に必 
要かつ十分と考えられる記載の一般的な基準を示すことにより，簡にして要を得た

鑑定書の作成に役立てることを目指したものです。鑑定書書式は，鑑定書に求めら

れる記載事項を示し，鑑定書記載ガイドラインは，それぞれの記載事項の意味や記

載の要領を示しています。 
また，鑑定書記載例は，鑑定書を作成する上での参考とするために，成年後見の 

手続において比較的多く現れる症例を想定して，鑑定書書式及び鑑定書記載ガイド

ラインに沿って鑑定書の例を作成したものです。これらを参考にすることによって，

能力判断の資料としての重要性を損なうことなく，より迅速で当事者にとって利用

しやすい鑑定が行われることが望まれます。 
  なお，この鑑定書書式及び鑑定書記載ガイドラインは，鑑定書の記載の一般的な 

基準を示したものですから，事案によっては，項目の立て方を変更したり，一部の 
項目について記載を省略するなどして，この鑑定書書式等を修正することが適当な 
場合もあると思われます。鑑定書記載例も，典型的な記載の在り方を想定して作成 
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